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先
は
、
２
０
１
７
年
に
設
立
さ
れ
た

国
が
１
０
０
％
所
有
す
る
持
ち
株
会

社
に
対
し
て
）。
そ
の
結
果
、
Ｈ
Ｒ

Ａ
Ｄ
Ｆ
が
所
有
す
る
Ｅ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｐ
の

株
式
は
11
％
と
な
り
、
現
在
、
こ
の

11
％
だ
け
が
民
間
へ
の
売
却
予
定
対

象
と
な
っ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
南
東
部
、
バ
ル
カ

ン
半
島
の
南
端
に
位
置
す
る

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
。
日
本
の
３
分
の

１
程
度
の
土
地
に
、
１
１
０
０
万
の

人
口
を
抱
え
る
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
ひ

と
つ
で
、
国
内
通
貨
に
ユ
ー
ロ
、
公

用
語
に
ギ
リ
シ
ャ
語
が
使
わ
れ
て
い

る
。
首
都
ア
テ
ネ
の
歴
史
は
古
く
、

紀
元
前
に
は
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
古
名

の
も
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
の

中
心
と
し
て
栄
え
た
。
現
在
の
市
域

人
口
は
67
万
人
、
首
都
圏
全
体
で
は

３
８
０
万
人
を
か
ぞ
え
る
。

　

広
域
行
政
区
画
と
し
て
、
国
内
に

は
全
部
で
13
の
「
地
方
」
が
あ
り
、

ア
テ
ネ
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
地
方
に
属
す

る
。
各
地
方
に
は
基
礎
自
治
体
が
置

か
れ
て
お
り
、
ア
テ
ネ
も
基
礎
自
治

体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

□
１　
ア
テ
ネ
の
上
下
水
道
事
業

　

ア
テ
ネ
を
含
む
首
都
圏
の
上
下
水

道
事
業
は
、
ア
テ
ネ
上
下
水
道
会
社

（
Ｅ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｐ
：A

thens W
ater 

Supply and Sew
erage 

Com
pany S.A

.

）
が
担

当
し
て
い
る
。
同
社
の
設

立
は
１
９
８
０
年
、
大
株

主
は
ギ
リ
シ
ャ
政
府
。
首

都
圏
に
お
け
る
数
十
の
基

礎
自
治
体
へ
の
末
端
給

水
事
業
の
ほ
か
、
ア
ッ

テ
ィ
カ
地
方
の
他
の
基
礎

自
治
体
へ
の
用
水
供
給

事
業
な
ど
も
行
っ
て
い

る
。
２
０
１
６
年
の
給
水

人
口
は
４
３
０
万
人
。
１

日
あ
た
り
の
平
均
配
水
量

は
１
１
０
万
立
方
㍍
。
水

源
は
ほ
ぼ
す
べ
て
地
表
水
で
、
三
つ

の
人
造
湖
（
ダ
ム
）
と
、
一
つ
の
自

然
湖
か
ら
取
水
し
て
い
る
。
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
用
の
水
源
と
し
て
地
下
水
も

利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
全
取
水
量
に

占
め
る
割
合
は
１
％
に
満
た
な
い
。

表
に
、
ア
テ
ネ
の
上
水
道
に
関
す
る

基
礎
デ
ー
タ
を
整
理
す
る
。

□
２　
浄
水
処
理
と
水
質

四
つ
あ
る
浄
水
場
の
処
理
能
力

は
１
９
０
万
立
方
㍍
／
日
。

浄
水
処
理
と
し
て
、
前
塩
素
処
理
、

凝
集
沈
澱
、
砂
ろ
過
が
行
わ
れ
て
い

る
。
水
質
の
状
態
に
応
じ
て
、
配
水

前
に
後
塩
素
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
国
の
定
め
た
飲
料
水
水
質

基
準
に
準
じ
て
い
る
が
、
こ
の
国
内

基
準
も
、
も
と
は
、
Ｅ
Ｕ
飲
料
水
指

令
に
も
と
づ
き
策
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
（
Ｅ
Ｕ
飲
料
水
指
令
＝
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
に
対
す
る
水
道
水
質
基
準
を
定

め
た
法
令
）。
表
に
、
２
０
１
６
年

の
浄
水
水
質
の
平
均
値
を
示
す
。

□
３　
民
営
化
の
試
み
と
違
憲
判
決

　

近
年
、
ギ
リ
シ
ャ
国
民
の
耳
目
を

集
め
て
い
る
事
案
に
、
政
府
に
よ
る

Ｅ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｐ
民
営
化
の
試
み
が
あ

る
。
き
っ
か
け
は
、
財
政
赤
字
の
粉

飾
発
覚
に
端
を
発
し
た
、
２
０
１
０

年
の
ギ
リ
シ
ャ
債
務
問
題
。
こ
の
と

き
、
政
府
は
財
政
破
綻
を
回
避
す
る

た
め
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
、
Ｅ
Ｕ
中
央
銀

行
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）
の

３
者
か
ら
、
条
件
つ
き
の
金
融
支
援

を
受
け
る
。
支
援
の
条
件
に
含
ま
れ

て
い
た
の
が
、
Ｅ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｐ
を
含
む

さ
ま
ざ
ま
な
公
営
企
業
の
民
営
化
で

あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
株
を
売
っ
て

得
た
利
益
を
、
国
の
借
金
返
済
な
ど

に
充
て
る
こ
と
。
Ｅ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｐ
の
場

合
、
も
と
も
と
国
が
所
有
し
て
い
た

61
％
の
株
式
を
、
民
間
投
資
家
に
売

却
す
る
動
き
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に

な
る
。民

営
化
の
推
進
に
あ
た
り
、
政

府
は
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
資

産
開
発
基
金
（
Ｈ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｆ
）
を

２
０
１
１
年
に
設
立
。
段
階
的
に
持

ち
株
を
売
却
し
て
い
く
た
め
、
Ｅ
Ｙ

Ｄ
Ａ
Ｐ
の
株
式
27
％
を
Ｈ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｆ

に
移
譲
す
る
。
し
か
し
、
残
り
の
持

ち
株
34
％
を
Ｈ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｆ
に
移
譲
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
行
政
訴
訟

の
最
上
級
審
で
あ
る
国
家
評
議
会
か

ら
、
２
０
１
４
年
に
待
っ
た
が
か
か

る
。
水
道
事
業
の
民
営
化
推
進
は
、

公
衆
衛
生
の
保
護
を
定
め
た
憲
法

に
反
す
る
と
の
違
憲
判
決
で
あ
る
。

同
時
に
、
Ｅ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｐ
の
株
式
の

「
50
％
＋
１
株
」
以
上
は
、
つ
ね
に

国
が
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
判
決
も
下
っ
た
。

　

こ
の
判
決
を
受
け
て
、
２
０
１
８

年
初
頭
、
Ｈ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｆ
か
ら
国
に
対

し
て
、
国
の
持
ち
株
が
50
%
＋
1

株
以
上
に
な
る
よ
う
株
式
の
返
還
が

行
わ
れ
た
（
た
だ
し
、
実
際
の
返
還
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● アテネの上水道に関する基礎データ（2016 年）

● 浄水水質の平均値（2016 年）

● アッティカ地方とアテネの位置

事 業 者 EYDAP（職員約2,500人）

株 主 ギリシャ政府（34%）、ギリシャ共和国資産開発基金（27%）、
各種法人（32％）、個人（6%）

事 業 区 域 アッティカ地方（アテネ首都圏への末端給水事業、およびその
周辺自治体への用水供給事業等）

給 水 人 口 430万人

給 水 接 続 210万件

水 源 地表水99%、地下水1%

管 路 延 長 9,500 km（うち導水管 495 km）

浄 水 場 数 4（総処理能力：190万㎥ / 日）

配 水 量 110万㎥ /日

項目 単位 年間平均 国内水質基準

大 腸 菌 cfu/100mL 0 0

鉛 mg/L 0.001 0.01

総トリハロメタン mg/L 0.0219 0.1

マ ン ガ ン mg/L 未検出 0.05

残 留 塩 素 mg/L 0.36 ≥ 0.2

鉄 mg/L 0.0021 0.2

総 硬 度 mg/L 135 ー

pH ー 7.7 6.5ー9.5

色 度 mgPt/L 1 消費者が許容でき、異常がないこと

濁 度 NTU* 0.26 消費者が許容でき、異常がないこと

*1NTU＝ 0.7 度（必ずしも等しいわけではないが、目安として）

トルコ

ブルガリアマケドニア

アルバニア

ギリシャ

アテネ
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財政赤字を発端に水道民営化を推進
違憲判決でトーンダウン
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